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 はい、ありがとうございました。よろしいですか。はい。それでは、松本委員、

お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。リハビリ・栄養・口腔管理は後期高齢者がさらに

増加する中でニーズが高い領域であり、介護との同時改定という観点からも、今回

改定の重要なテーマだと認識しております。 

  

 が、ただ単純に評価を充実する、算定を増やすということではなく、しっかりと

エビデンスに基づいて対応すべきということを最初に指摘させていただきます。 

 

 それでは、論点に沿ってコメントいたします。まずリハビリテーションについて

でございます。 

  

  

  

 疾患別リハビリテーションにつきましては、資料の 28ページから 30ページを拝

見しますと、ＡＤＬや認知機能の低い患者やライン・チューブで管理された患者の

場合に、複数のスタッフによる訓練の提供や訓練以外の対応に一定の時間がかかる

傾向はわかりました。 

 

 ただ、複数人のリハビリは比較的短時間が多く、訓練以外の対応では医師や看護

師との情報共有が多いということが 28 ページの右下に示されておりますけども、

これは、ある意味では医療機関としては当然の業務という印象があることも申し添

えたいと思います。 

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

389 

  

  

 

 次に、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等による提供実態の把握方法については、資料の 15ペー

ジを見ますと、スタート間もないこともありますが、前回改定で新設したリハビリ

テーションデータ提出加算の算定が 52 施設にとどまることから、今後もエビデン

スに基づく議論が難しいのではないかという懸念を持っております。 

  

  

  

 資料の 32ページから 35ページを見ますと、リハビリの効果は職種によって異な

ることに一定のエビデンスがあり、職種ごとに業務内容が異なることを踏まえれば、

疾患別リハビリテーション料を職種別の評価体系に分けてデータ分析の精度を 

高めることは十分考えられます。 
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 続きまして、医療・介護・障害福祉サービスの連携についてです。 

 

  

 

 ６年前の同時改定でリハビリ計画書の情報共有に対する評価を新設したにもか

かわらず、39ページを見てみますと、算定回数は極めて少ない状況です。 

  

  

  

 また、先ほど江澤委員からも指摘がございましたが、44ページから医療における

リハビリの状況が介護事業者へ十分伝わっていないこと、すなわち情報連携が十分

とは言えないことがわかります。 
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 したがいまして、疾患別リハビリの通則や退院時共同指導料２の要件として、 

介護との連携に関する規定を設けることには賛同いたします。 

 

 医療保険のリハビリを実施する医療機関において障害福祉サービスの自立訓練

を提供することについても異論はございません。 

   

  
 

 また、術前の呼吸器リハビリテーション料の対象として、がんを明確化すること

については、62ページに紹介されておりますＡＤＬ悪化予防のエビデンスを踏まえ、

賛同いたします。 
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 次に、栄養管理についてです。 

 

  

 

 医療機関における栄養管理体制は、76ページに示されているとおり、入院料、 

基本料等の通則に明確に位置づけられており、基本診療料として既に評価されてい

るものと認識しております。 

  

  

   

 78ページを見ますと、栄養管理が不十分な病院が一定数、存在するということで

すので、これについては厳しい対応が必要だと考えます。 
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 医療機関と介護施設との連携については、資料の 92ページを見てみますと、情報

連携が全くできていない介護施設が４割を占める実態がありますので、リハビリと

同様に通則等への規定によって連携を推進すべきと考えます。 
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 口腔管理については、106 ページで紹介されているエビデンスを踏まえ、また、

介護との連携も考えた上で、リハビリ実施計画書に口腔機能の項目を追加すること

には賛同いたします。 

  

  

  

 

 最後に、急性期のリハビリ・栄養・口腔でございますが、 
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 ＡＤＬ維持向上等体制加算については、資料の 133、134ページを見ますと、実績

が極めて少なく、届出を行わない理由として、理学療法士等を確保できないという

回答が最も多いですが、一方で、必要性を感じないと回答した施設も４割以上に上

っております。 
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 こうしたことから、体制加算としての位置づけを根本的に見直す必要があるので

はないかと感じております。 

  

  

  

 栄養管理については、まず大前提として、先ほども述べました 76ページの栄養管

理体制の基準に明記されている常勤の管理栄養士が１名以上配置、入院時に患者の

栄養状態を医師、看護師、管理栄養士が共同して確認等は当然の業務として対応す

べきです。 

  

  

 

 一方で、資料の 141ページを見てみますと、病棟に管理栄養士が配置されている

にもかかわらず、栄養情報提供書の作成、ミールラウンドなどは取組が十分とは言

えない状況もありますので、まずは病棟での役割をしっかり果たすべきだと考えま

す。 

  

 リハビリ・栄養・口腔管理の一体的な運用についても、資料の 143ページを見て

みますと、各専門職が直接関連する計画書以外の関わりが不十分ですので、相互に

連携する計画書に見直すことも考えられます。 
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 それで、診療側の方に教えていただきたいんですが、今、述べました 143ページ

の連携を見た場合、例えば、赤枠で囲われております所を見ますと、歯科医師であ

るとか、薬剤師であるとか、ほかの方々の関わりが非常に少なくなってるんですけ

ども。 

  

  

  

 この現場の実情といいますか、実態について、もし教えていただければ、情報い

ただければと思いますが、いかがでございましょうか。 
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 はい、ありがとうございます。最後の所ですね、143 ページについて、何か情報

を提供していただくと、ありがたいんですけど、いかがでしょうか。はい。じゃ、

太田委員、お願いいたします。 

 

 

 ありがとうございます。143 ページ。確かにこれ、赤枠で囲われている所を見ま

すと、病棟の、特にこれ、多職種連携の取組状況という資料ですけれども、セラピ

スト、リハビリのスタッフの方々の関与というのが非常に、例えば、栄養管理計画

では非常に少ない。リハビリに関しては、逆にその栄養ですとか歯科関係、口腔の

関係の方々の関与が非常に少ないという形になっているかと思います。 

 

  

 

 実際、今回の改定でリハ・口腔・栄養の一体、非常に重要な概念を今、われわれ

医療関係者は受け止めているわけですけれども、それに対する認識というのがあま

り、まだ不十分な状況であったということだろうというふうに思います。 
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 ですので、先ほど池端委員からもありましたけれども、今回、さまざまな診療報

酬改定で検討していく中におきまして、この状態を改善していくような何らかの形

の診療報酬上の評価の見直しというのを積極的に行っていって、この状況を改善し

ていくべきであろうというふうに感じております。以上です。 

 

 

 はい、池端委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。私も同じ意見ですが、これは急性期一般入院料１のデータです。 

 

  

 

 どうしても、これは平均在院日数が 10日前後で動いている病棟で、治療がどうし

ても優先的になっていて、こういうリハ・栄養ってのは少し治療を、例えば、肺炎

なら肺炎が治ってからということで、その治癒後に転院してしまうということがあ

って、ということで、こういうデータが出てるかなという印象を持ちますが、 

  

 一方で、治療と同時に早期から、特に高齢者の場合は早期からこの対応をしたほ

うがいいということもデータで挙がってきてますので、だからこそ、この急性期に、

こういう三位一体の体制がこれから求めるのではないかという、逆の、そういう必

要性を表したデータと取れるんではないかという印象を持ちました。以上です。 
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 はい、江澤委員、お願いします。 

  

 

 １点だけ申し上げます。これは急性期病棟のデータですけれども、病院に歯科が

ですね、併設してるとこは必ずしも多くなくて、そうすると、どうしても歯科医師

とか歯科衛生士さんの連携が地域によっては難しいということがあります。 

 

 それから、薬剤師はこういった専門職の中でも最も不足している職種で、ある意

味では薬剤師が以前から病院に不足していると言われていることを反映している

ものであると思いますし、 

 

あと、リハ専門職については、ここは、これから強化する、今回の課題に入って

ますように、やっぱり急性期でのリハの強化というのが課題ですから、ここは高め

ていく必要があろうかと思いますし、管理栄養士もこれからますます病棟で活躍し

ていただくという方向になっておりますので、そういった、今の人員配置等も含め

た、あるいは診療間の併設も含めた結果とも言えますので、申し上げたいと思いま

す。 

 

 

 はい、林委員、お願いします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。先ほども申しましたように、この急性期において

のリハビリテーション・栄養・口腔の一体的な取組っていうのが今後、重要だと考

えております。 

 

 本当に、このデータが示すとおり、まだまだこれからだと思っておりますので、

こういったものが推進できるような、しっかりとした仕組みづくりというもの。 
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 また、現場の取組に関しましては、後ほどまた田村専門委員のほうからも解説さ

せていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 松本委員、よろしいでしょうか。 

  

 

 はい。いろいろ、どうもありがとうございました。皆さま共通的にですね、やっ

ぱりリハビリ・栄養・口腔のですね、連携、一体化っていうのは急性期のみならず

十分にされてると思いますんで、そういうものに対するですね、活動は計画書の共

有化も含めてですね、進むことを期待しております。ありがとうございました。 

 

 

 ありがとうございます。ほかは、いかがでしょうか。はい。長島委員、お願いし

ます。 

 

 

 はい。先ほど松本委員から、通則への記載ということで２点、ご意見がございま

したが、まず１つ目が、この疾患別リハビリテーション料の通則に関しては、先ほ

ど申しましたが、それを通則にしてしまうと影響があまりにも大きすぎるというこ

とがあるので、通則ではない別の方法を考えるべきだと思います。 

 

 また、口腔管理の歯科医療機関との連携等に関しては、これからどう連携を深め

ていこうかという段階ですので、まだまだ、とても通則という状態ではないという

ふうに考えますので、いずれも反対いたします。以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。ほかは、よろしいですか。はい、松本委員、お願

いします。 
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 はい。今、通則に今、入れることは、ある意味、ちょっと時期尚早だと。 

  

 ということは、先ほどから「評価に関しては即」というご意見が多いかと思うん

ですけど、若干、その辺に関しては、いろいろバランスが欠けてるような印象も受

けますけど、またそれは今後、議論していきたいと思いので、よろしくお願いしま

す。 

  

 

 はい、ありがとうございます。先ほど林委員から田村専門委員のご意見も伺って

はいかがかっていうふうなご要望がございましたので、田村専門委員、お願いいた

します。 

 

 

 はい。ありがとうございます。口腔管理等の連携につきまして、林委員からお話

がございましたが、私からも重ねて発言をさせていただきます。 

  

  

 

 103 ページからの資料にもありますが、近年、回復期リハビリテーション病棟に

おいて歯科が連携することにより、患者さんのＡＤＬが向上するというエビデンス

や回復期リハ病棟における医科歯科連携の好事例などが関係学会から報告されて

います。 

 

 しかしながら、現状では回復期リハを行う際に口腔の状態の評価、必要な歯科治

療など口腔の管理を行うケースはまだまだ多くありません。その理由として、病院

では歯科専門職がいないことが多いために口腔の問題に気づきにくいということ

があるかと思います。 
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 そういった点で、介護の場合と同様に、医療におけるリハビリテーション実施計

画書にも口腔機能の評価に係る項目を追加することはリハビリテーション・栄養・

口腔の一体的な取組を推進する上で非常に有用だと考えますので、ぜひご検討いた

だきたく思います。 

  

  

   

 また、132ページに、急性期リハビリテーションにおけるリハビリテーション 

専門職の配置に関する評価がありますが、口腔の状態に関する評価は含まれており

ません。 

 

 しかし、急性期リハビリテーションにおいて、歯科も多職種と連携することによ

り、摂食機能の評価や誤嚥性肺炎予防のための口腔健康管理を担い、患者さんのＡ

ＤＬの維持・向上に資することができると考えております。 

 

 また、既に現場では連携が行われているところもございます。これらのことから、

回復期のみならず急性期においてもリハビリテーション・栄養・口腔の連携につい

て進めていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 
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 はい、ありがとうございました。はい。続きまして、じゃあ、江澤委員、お願い

いたします。 

 

 

 ２点だけ申し上げます。28ページに、先ほど「情報共有が多くて」というご意見

があったと思いますけれども、 

  

  

  

 リハビリテーションは実際の患者さんに個別に提供するリハビリテーション 

以外に、かなりアセスメントにすごく重点を、時間をかけて行っております。 

 

 アセスメントを行うためには、多職種で情報共有するっていうのも、もうこれ、

最低限のことでございまして、実はリハビリテーションの実施記録、そしてアセス

メントっていうところが患者さんには見えない部分ですけれども、実際、そこに相

当な時間を要していまして、なかなか実際、本来はあってはいけませんけれども、

どうしても残業時間にそこが割かれるという実態もございまして、かなり質の高い

リハビリテーションをするためには、こういったところは大変重要であるというこ

とは、ご理解いただきたいと思います。 
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 もう１点は、栄養の情報提供についても通則というお言葉があったと思うんです

けれども、 

 

  

  

 特に今、栄養連携は、非常に今、医療と介護で希薄な状況だというふうに認識し

ておりますし、リハもそうですが、情報を提供することが目的ではなくて、提供さ

れた情報に基づいて連携がしっかりと充実して患者さん、利用者さんにしっかりと、

いいサービス提供ができるというのが目的なので、 

 

やはり、しっかりと、この受け皿づくりとか連携する仕組みがあってこその情報

提供ということになりますので、そのあたりはまた、まだまだ、これから、構築し

て（いかなければ）いけない部分があるかと思いますので、そういった現状である

ことは申し上げたいと思います。 

  

 

 はい、ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。 

 

 よろしいですか。はい。それでは、そのほかには、ご意見、ご質問等ないようで

すので本件に係る質疑はこのあたりといたします。 

 

 今後、事務局におかれましては、本日いただいたご意見も踏まえて対応していた

だくようにお願いいたします。 
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